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I　はじめに

1．米国で空運企業規制減免法（Airline　Deregulati㎝Act　of1978）が施行

されてからまる10年が経過した．空運の規制緩和が成功するかどうかは，他

の産業における規制緩和導入の道標になると見られていたし1〕，またその行方

が国際航空に与える影響も少なくないとして，国際的にも注意深く見守られて

きた2）．

　米国内では，これまでに政府機関や民間団体によるいくつもの研究や分析が

公表されてきたが，1985年の米国会計検査院報告書は，『規制緩和は空運企業

間の競争を助長し，その結果として数多くの旅客がその利益を享受した』と規

制緩和を高く評価し3〕，またEli・abeth　E．Bailey教授等による1985の分析

書は，『我々の研究は暫定的である』としながらも，『我々が観察したところで

は，空運産業は資源をより有効に活用しており，規制緩和は空運を漸次能率的

なシステムに導きつつある』との結論を下した4）．

2．1985年に公表されたエノ運輸塞金の報告書は，6年間の経験に基づく暫定

的な研究の結果として，規制緩和の功罪について次の諸点を指摘した．①旅行

者に利便を与えた反面，空運企業に財政的困難を与えた．②需要の多い路線の

運航スケジュールは改善されたが，需要の少ない路線のスケジュールは悪化し

た．③運賃は適用区間によって不公平が増加した．④大規模な空運企業の存在

が目立ち始めた．⑤空運企業の労務費は低下した．⑥代理唐による販売が増加
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した。⑦代理店手数料は高くなった、⑧コヨンビューターの販売手段としての

価値が高まった．⑨小規模な空運企業の系列化が始まつた5）．

　エノ報告書が出された後の空運産業の状況を観察すると，エノ報告書の指摘

が極めて重要な示唆に富むものであったことが理解される．

3・世界における空運産業の大勢は，規制緩和の方向に進みつつある．欧州で

は・EECがローマ条約の解釈を手掛りに，着々と規制緩和の実施に着手して

おり，それに先がけて英国で俸，部分的にではあるが国内空運の規制緩和を実

施した．一方，我が国においても，ユ986年6月の運輸政策審議会の答申は，極

めて限定的にではあるが，規制緩和の方向を示唆しており，空運企業間の競争

の助長とそのための弾力的行政運営を基調としている6）．

　このような事情の下に，米国空運の10年にわたる規制緩和の状況を観察す

ることは，単に米国の空運を理解するためにだけではなく，やがて各国に波及

するであろう規制緩和の功罪を予見するために必要であり，更に国際空運の見

地から米国空運との接点を理解するためにも必要であると考えられる．

I［規制緩和の対象について

1．米国の国内空運に対する大幅な規制緩和は，19ア8年の空運企業規制減

免法によって行なわれた．一方，貨物空運については，19η年に新法を導入

することにより7〕，旅客空運に先がけて規制が緩和された．

　1978年の空運企業規制減免法は，規制緩和の内容とその実施スケジュールを

定め，更にそれまで規制の実施者であった民間航空委員会（C・v1l　AerOnaut1cs

BOard，CAB）の段階的な廃止（sunset）を規定した8）．

2。顧みるに空運の本椿的な規制は，1938年の民間航空法に湖る．その後い

くつもの改正が行なわれ，規制の恩い切った緩和が実施された1978年の時点で

は，空運の経済面の規制は独立機関である民間航空委員会が，そして航空の技

術・安全面の規制は運輸省の連邦航空局（Feder副1Aviation　Administration，
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FAA）が行なっていた・ユ978年の規制緩和は，民間航空委員会の所管する経

済面の規制のみが対象であり，連邦航空局の所管する技循・安全面の規制は，

その範囲外に置かれた．

3．空運企業の提供する輸送カと航空機の運航スヶジュールの設定と変更につ

いては・つとに空運企業の判断に委ねられてきたため，ユ978年の規制緩和は，

空運企業の市場への参入と退出，および運賃の設定と変更が中心になった．民

間航空委員会は，空運企業規制減免法において空運企業に対する免許の権隈を

引続き維持することとされたが，その権限は空運企業の資格と能力だけに関す

るもので9），参入と退出についての委員会の規制権限は消滅した．国内運賃に

ついての民間航空委員会の規制権限は1983年に消滅し，民間航空委員会は

1985年1月1日に廃止された。委員会の残された権限は，運輸省，国務省，お

よぴ司法省に分散された．

4．国際空運については，1979年に国際空運競争法（IntematiOnal　Air　Trans．

portation　Competi亡ion　Act　ofユ979）が制定された、しかし，この法律は，国

際空運に関する米国政府の基本的政策を表現したものであり，国際空運の自由

化に向けての方策を定めたものである．従って，国際空運競争法は本稿に関係

しない．

　　　　　　　　　皿　規制緩和後の空運の状況について

ユ・（1988年の空運企業）米国航空運送協会（Air　TransPOrt　AssOciation0丑

America）の遠報によると，1988年における米国の空運業界は非常な好況に恵

まれた．この年，定期空運企業によって運ぱれた旅客数は4億5500万に上り，

前年よりは800万人の増加，規制緩和の行なわれた1978年の2億6700万人に

較べると70％の増加となった10）・これは，国際民間航空機関（Intemationa】

Civil　Aviation　OrganizatiOn，ICAO）が公表した1988年における世界定期空

運企業の運送旅客数10億6800万人の42・6％に当たり，米国空運産業の規模
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の大きさをうかがい知ることができる．

　1988年の有効旅客マイノレは，Major1O社で3890億マイノレ（前年比十5・7％），　　　．

Nati㎝a110社で300億マイノレ（前年比十11．8％），両者合計で4190億マイノレ

（前年比十6．5％）となり11），1978年の全米定期空運の2312億マイノレの実績と

比較すると12），ユO年間の成長は，少なくとも年率8．1％となる13）．空運産業に

おけるこの平均成長率は，極めて高いものであると考えられる・

　一方，有効旅客マイルの構成を見ると，Major1O社（United，A皿ericanl

De1ta，Cρntinen七al，Northwest，TWA，Pan　Am，Eastem，USAir，Piedmon七）

がM1ajorとNa七iona1の合計の92・7％を占めており14〕，また，Majorの上位

5杜（上記5番目までの各社）がMajor全体の68・4％を占めている15）ところ

から，MajOr5社が両者全体の63・4％を占めること．になる・このことは，空運

産業のオリゴポリテックな構造的特徴を示すものであり，1978年にTrunkが

L㏄alとIntrastateを含めた全米定期空運の91．5％を占め，Tmnkの上位

5社が丁工mk全体の71・2％，そして全米定期空運の65・1％を占めていたこと

に近似する．この事実は，TrmkとMajorとの名称の違い，それを構成する

企業の違いがあるにしても，規制緩和が空運産業の構造を変ええなかった例証

である．

　ちなみに，定期空運企業の数は，1978年の36社からビークの1984年には

123社に増加したが，1987年には逆に78社に減少した16）．空運産業が好況期

を迎えたユ984以後に企業数が減少したことは，新規企業の市場参入が困難に

なっただけでなく，弱体な企業の存立が不可能になったことを示しているとい

える．こ・れを要するに，規制緩和の10年間の米国空運産業は，構造的変化に

乏しく，後述する新しい販売予段の出現により一段とオリゴポリスティックな・

性格を強めた、

2．（企業の買収と合併）Majorの規模拡大には，企業の買収と合併が大きく

寄与していることは否みえない、規制緩和前の空運業界においては，空運企業

の買収と合併は数える程しかなかった．しかるに規制緩和後の空運業界におい
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ては，空運企業の買収と合併は1987年までに51に上り17），1988に入ってもそ

の数は増加しつつある状況であるユ8〕．

　これまでに行なわれた空運企業の買収と合併のうち，主なものを挙げると次

の通りである．①Texas　AirとContinentalとEastrenとNもw　York　Air

とPeoples　Express，②De1七aとWestem，③pan　AmとNational，④Nor七h－

westとRepublioとHughes　West，⑥TWAとOzark，⑥USAirとPaclic

Sou七hwestとpiedmont，⑦AmericanとAirCal一

　規制緩和の狙いの一つは，空運企業の市場参入を自由にすることによって，

新規企業の参入を促し，それら新規企業の競争カを利用して空運産業の合理化

を図ることであった．しかしながら，現実には新規企業はMajorとの競争に

耐えることができず，次々とその名を消して行った．その一例としてPeOPles

Expressがある．PeOp1es　Expressは1981年に低運賃とノー・フリノレ・サー

ビスの空運企業として市場に参入し，人々の関心を呼んで好成綬を収めた、し

かし，既存企業との競争の激化から，やがて財政的なビンチに見舞われ，1986

年にはTexas　Ai「に買収されてしまった．

　新規空運企業として市場に参入し，そして消えて行った企業の終着点は破産

か買収であった．生き延びた企業も多くは大規模企業の傘下に入り，その培養

路線の運営に当った、しかしながら，このような状況にあっても，SOuthwest，

America　West，Midwayなどの数社は，小規模ながらも独自のサービスを続

けており，その行方が注目されている19〕．

　空運企業の買収と合併が数多く行なわれたことの外部的要因としては，豊富

な買収資金の存在が挙げられるが，空運の内都的要因としては，企業の大規模

化を利するハブ・アンド・スポーク，大型割引運賃，FFプログラム（Frequent

F1yer），およぴCRS（Computer　Rese工vations　Sys七em）の開発を挙げること

ができる．

　規制緩和の立案者は，空運企業には著しい規模の利益はないと認識し，それ

が立案の前提であった20）．しかし，大規模な空運企業は創意と資金とを結集し，

新しいタイプの規模の利益を創設し，結果として市場の確保に成功した．それ
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までにいう規模の利益は，経営コストの節約を目的とする消極的なものであっ

たが，新しい規模の利益は，市場の確保と拡大を目的とする積極的なものであ

り，企業規模の拡大を促すものであった．そして，企業規模拡大の最も安易か

つ効果的な手段が買収と合併であった．規制緩和論者の期待は完全に裏切られ

たといえよう．

3．（ハブ・アンド・スポーク）空運企業の市場への参入が制限されていた時

代にあっては，ハブ・アンド・スポーク（Hub－and－Spoke）の実現は考えられ

なかった．しかし，空運企業の市場への参入が自由になり，ハブ・アンド・ス

ポークの創設が可能になると，それは空運企業の間に野火の如く広がって行っ

た．

　ハブは車輪の中心．スポークは幅（や）のことであり，空運企業の設定する

路線の構造が，車輪の形に似ているところからハブ・アンド・スポークの名称

が付けられた．ハブ・アンド・スポークの構想自体は，それ程新しいものでは

なく，そのもたらす経済的メリヅトとの関連から，つとに交通学者の説くとこ

ろであった2i〕．その経済性は理論的には次のように説明される．A，B，C，D，

E，Fの都市を結ぷA－B，C－D，E－Fの三つの直行路線では，夫々の都市は

他の都市へ1のアクセスしかもたない．もし各路線をハブであるHに途中寄港

させれぱ，各都市のアクセスはHを介して3となり，A，C，E三つの都市は合

計して9のアクセスをもつことになる．このように直行路線は，それをハブ経

由に変更することによって，路線効率を高めることができる、更に，ハブ拡大

の経済性については，次のように説明される．異なる都市を結ぷ10の直行路線

を一つのハブで結べぱ，それら都市へのアクセスは全体で100となるが，・更に

それに異なる都市を結ぷユOの直行路線を追加して同じハブに寄港させると，直

行路線だけだと2倍になるのに対し，ハブ経由のアクセスは4倍の400となる．

　このように，ハブの効率は，結ぷ都市が多けれぱ多い程高くなる．更に，長

いスポークと短いスポークとを組み合わせて，航空機の稼働が最大限になるよ

うにスケジュールを組めぱ，航空機の時間当りの稼働率は上昇する．加えて，
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別の都市に副次的なハブ（サブハブ）を作り，それを主位的なハブに連結すれ

ぱ，夫々のハブが相手ハブの運輸を吸収できるから，二つのハブによってカバ

ーされる路線の効率は相乗的に高くなる．これが，ハブの経済性理論である．

　空運企業の買収と合併は，多かれ少なかれハブの吸収を目的の一つとして行

なわれたといわれ，米国東部都市にハブをもつDeltaがWestemを合併して

WestemのSalt　Lake　Cityのハブを獲得してから，その路線効率は倍加し

たと言われる．

　米国には，現在140に近いハブ化された空港があり，そのうち，30程が大型

ハブとして利用されている22）．

　他方，旅客が同じ空運企業の乗継ぎを好む傾向もハブ造りを助長していると

いわれ23），旅客のこの選択上の傾向を前提として，ハブ・アンド・スポークは

旅客により良い利便をもたらしたとして，それを規制緩和の功綾とする見方も

ある24）．しかし，大きなハブを作ることは，小規模な空運企業にとっては不可

能なことであり，ハブのもたらす経済的利点は，大規模な空運企業のメリット

となっている、

4．（割引運賃の導入）規制緩和の原理的根拠は，新規空運企業の市場参入に

より，低運賃を含む運賃の多様化を図り，旅客の利便を高めるとともに，企業

間の競争によって企業の合理化を進め，更にそれを利用者の利益に反映させる

ところにあった。規制緩和の推進論者であるスチーヴンソン助教授は『空運企

業の低い生産性と高いコストのために，多くの消費者が高過る運賃を支払わさ

れているのが現実である。それは運賃競争を抑制している規制が悪いからであ

って，規制は低運賃企業の参入を妨げているし，非能率的な企業の敗北も防い

でいる』と議会で証言してし）る25）．運賃の合理化こそが，規制緩和の裏大の眼

目だったのである．

　新規企業が，非組合化による低い人件費と中古航空機の使用等による低い物

件費とを武器として安い運賃を導入し，既存企業の経営を一時的にせよ圧迫し

たことは事実であるが，既存企業は，新規採用者には低い賃金を適用する二重
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賃金制（Two－tier　LabOr　Agreement）を導入するなどして費用の軽減をはか

り，安い運賃に対しては，大型の割引運賃を導入して対抗した．

　1985年にAmericanが導入したSuPerSaver運賃は，30日の事前購入，目

的地における土曜日の滞在，50％の払戻料金等を条件とするものであるが，割

引率は普通コーチ運賃の75％と大幅なものであった．また，1987年にTexas

Airが導入したMaxSaver運賃は，2日の事前購入，目的地における土曜日

の滞在，払戻禁止等の条件付で，割引率は80％と更に犬きいものであった．

　割引率の大きい大型割引運賃はDeep　DiscOm七Fare，条件付割引運賃は

Rest「icted　Discomt　Fa「eと呼ぱれるが，これら運賃の導入の根底には，

better　than　nothingの思想がある．そもそも空運企業がブロデュースする運

送は保存することができず（perishable），航空機が目的地に到着することによ

って消滅する．空運のこの特性に着目し，空席を換価したのが大型割引運賃で

あった．もともとこの発想は，定期空運企業がチャーター航空との競争におい

て生みだしたものである．

　割引運賃の導入は，空運企業のイーノレド（単位当りの旅客収入）を低めるか

ら，それを大幅に導入することは空運企業にムって必ずしも有利とはならない．

従って，空運企業としては，どんな割引運賃をどの路線にどの程度導入するか

を慎重に判断する必要がある．その目的のために開発されたのがイールド・マ

ネージメント（Yield　Management）と呼ぱれる手法である．それはコンビュ

ーターを使って路線ごとの旅客の状態や他社との競争状況を把握し，各便当り

のイーノレドが最大隈になるように割引運賃を配分するものである．イールド・

マネージメントは，割引運賃の導入に伴なって発達した新しい経営手法の一つ

であるが，今日ではMajOrの殆どが採周している．

　割引運賃は，規制が緩和されてからその利用度が増加した．1987年には，定

期有効旅客マイルの91・5％が割弓1運賃によるものだったが，1978年の割合は

48％に過ぎず，9年間にその割合は略々倍増した．一方，平均割引率も1987

年には62％と高く，1978年の34％に比較すると格段の開きがある26〕．このこ

とは，規制緩和の期待する運賃の値下げが割引運賃の形態をとったことを示す
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とともに，割引運賃は現実的には大規模企業の競争手段として利用され，特に

最近は大規模企業間の競争に使用される傾向を示している．

　ちなみに，1988年における割引運賃は，旅客による利用率と平均割引率の双

方ともに1987年と同じ水準で推移したといわれ刎，’一方，旅客マイノレ当りの

平均運賃がユ988年にはユ987年の9・39セントから9・79セントに上昇したと報

じられているところから29），普通運賃が上昇を始めたのではないかと懸念され

ている、普通運賃が高騰することは，ビジネス旅客等の個札旅客に対する影響

が少なくなく，割引運賃の複雑化傾向とあわせて運賃制度の見直しの誘因とな

る可能性がある．

5・（FFプ回グラム）FFプログラム（F・・q…tF1y・・Pm9・・m）とは，

旅客の蓄積した特定空運企業での有償飛行マイルに応じて，その企業がその旅

客に対して所定の無償航空券を交付する積■1度である．普通運賃旅客を対象とす

るリベート制度であると理解されている29）．

　この制度を最初に導入したのはAmericanで，同社は1981年にAAdvantage

の名称の下にこの制度を採用した、それ以来，Americanに追従する空運企業

が次々と現われ，現在ではMajor6社がFFプログラムを手段として旅客の

獲得を争っている．

　米国における乗継旅客は・19η年の第3四半期に旅客全体の24．6％であっ

たが。1986年同期には25・2％となり，その増加は微小にとどまったが，その

うち同一空運企業間（on－1ine）の乗継旅客は19η年の12％からユ986年の

22％に増加した．この増加には，この種の乗継ぎを好む旅客の選択傾向に加え

て，FFプログラムの影響が大きかったとみられ，FFプログラムはハブ．ア

ンド・スポークを補足する効果的な競争手段であると評価されている30）、

　FFプログラムが空運企業に課する負担は小さくなく，米国の空運企業全体

で10億ドノレに及ぷと推定されている31〕・それにも拘らず，FFプログラムを

手段とする企業間競争は激化しており，中規模空運企業は，膨大な路線網をも

つ犬規模企業に対抗して，他社と提携して適用路線を拡大したり，蓄積したマ
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イノレ数を倍化して計算したりして旅客の獲得を図っている．

　このプログラムが大規模企業に有利であり，特に新規空運企業の参入や競争

を妨げているところから，その禁止または課税を示唆する考えが起きている・

特にピジネス旅客の場合は，運賃の支払者とプログラムの受益者とが異なると

ころから，旅客の受ける利益を個人の追加所得とみて，それに課税するべきで

あるとの意見がある32）．このような状況から，空運企業の間には自粛の気運も

あり，1988年には制度を改正してプログラム利益の縮小を図った企業もある・

6．（CRS）CRSはCOmPu七er　ReservatiOns　Sys七emの略称であり，電算機

による航空機の座席管理システムのことである．電算機の発達と規制緩和のも

とにおける代理店販売の増加とは，空運独特のコンピューター・ソフトの開発

を促し，それは航空機の運航スケジユール，運賃，空席状況等の表示から，予

約，発券および収入管理に至るまでの一貫した機器の使用を可能にした．これ

がCRSの中心的な機能であるが，最近ではホテル，カー・レンタノレ，その他

旅客の必要とする旅行惰報まで検索できるようになった。航空代理唐は，CRS

の端末機を各店舗に配備することにより，これまでの電話による空運企業との

連絡をやめ，また手書きによる航空券の発券を機械化することができるように

なつた．

　CRSの先発企業はAmerican下あるが・現在Major5社の開発したCRS

が全米で使用されている．それらのCRSにはそれぞれ固有の名称がつけられ

ており，AmericanのものはSabre，UnitedのものはApono，TexasAi「の

ものはSys七emOne，TWA／Northwes七のものはpars・De1taのものはDatasII

と呼ぱれる．米国ではSabreとApOl10のシェアが圧倒的に高く・1987年に

おける前者は34％，後者は25％，両者合せて過半数のシェアを有した。

　CRSの所有企業は，代理店がCRSの端末機を置くことに対して設置料を，

他の空運企業がCRSを利用して座席予約をすることに対して予約料を徴収す

る、しかし，もともと空運企業がCRSを開発した目的は自社の販売の促進で

あり，料金の徴収ではなかったとされる33）・CRSを所有するのは極く一部の
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空運企業であり，CRSを開発することは小規模企業にとって不可能であると

ころから，CRSの使用をそれら一部の企業に委ねることは不公平を摺くとして，

運輸省はCRSの運用について規制措置を講じた．しかしながら，それでも，

CRSの所有企業とそれを使用する代理店との間にはハロー効果（ha10e丑ect）

と呼ぱれる現象が生じ，使用代理店の販売には所有企業優先の結果が生れると

いわれ，それを防ぐには，CRSの所有を空運企業から分離するしかないとさ

れている・加えて，比較的低額なCRSの設置料は，CRSの選択についての

代理店の関心を低くし，一方，高額と云われる予約料は，企業間の不公平を一

層助長するものとして厳しい監視が要請されている．

　これを要するに，CRSは空運にとって極めて重要な販売手段でありながら，

その開発と所有とが一部の空運企業に隈られているため，規制緩和が期待した

経済的効果にはマイナスの波紋を投げかけているのが現状である．

ク．（航空代理店）空運企業の提供する運送を，空運企業に代って顧客に販売

する者が航空代理店である・米国で旅客運送を販売する代理店は25，000を超

える糾）．規制緩和後には，航空代理店による販売の空運企業の販売全体に占め

る割合は増加しており，’それは1987年に．70％を超えている．このような状況

において，自社の運送を如何にして代理店に販売させるかが，空運企業の販売

政策の要になづており，その手段としてCRSの配備や代理店に対する魅力的

な手数料の設定が重要となっている．

　代理店手数料は，運賃と同様に全く規制を受けないから，その決定は空運企

業と代理店との意思に委ねられている．代理店手数料制度として最も一般的な

形態は・塞本手数料に付加手数料を上乗せする方法である．この方法では，基

本手数料を売上運賃に対する一定割合で算出し，付加手数料は売上の全体とそ

の内訳によって変動させ，代理店に対するインセンティヴになるように設定す

る．・小規模な空運企業は，旅客に対する知名度が低いから，その分代理店の販

売努力に依存し，そのため付加手数料は高く設定すると云われるが35），1987年

のMajOrとNationalの代理店手数料に関する統計を見る隈り，その徴候は
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見られない．即ち，MajOr10社の中で，旅客収入に対する代理店子数料の割合

の最も高かったのはNor七hwestの14．94％，その次はUni七edの12．33％，逆

に最も低かったのはPiedmon七の6．5脇，その次はUSAirの7－43％であり，

小規模企業の方がその割合が小さい．また，M乱jor10社の平均割合が10．06％

であうたのに対し，Nationa110社の平均割合が7・65％であったことも，小規

模企業の方がその割合が低いことを示している．

　代理店手数料の適正水準をどの程度に見るかは論議のあるところであるが，

1987年におけるMajorとNati㎝a1の合計20社の平均手数料は9．88％とな

り，空運企業の他の営業費用を考慮すると，これは決して低い水準ではないと

考えられる．

8．（営業利益）定期空運企業の1987年における営業利益は21億ドルに達し，

1984年の好況時に匹敵する業績であった．i988年のそれは，1987年をさらに

上回り，推計ながら25億ドノレを超えたと見られている．これにより，米国の空

運企業としては1983年以来6年連続して黒字を記録したことになる．

　近年は諸外国の空運産業もおしなべて活況を呈しており，米国の好況を規制

緩和の効果だけに帰するとするには無理がある．

　1987年における各空運企業の営業利益については，Ame工icanが4・8億ドノレ

と突出しており，それにDe1taが3．8億ドルで続いている．しかし，1987年

に合併したUSAi「とPiedmontの営業利益を合計すると，その額は4．1億ド

ルとなり，Deltaの利益を上回ることになる．MajOr1O社の中で営業損益が

赤字なのは，C㎝tinentalとPan　A㎡の2社であるが，これに近年特に財務

内容の悪化したEastemを加えた3社が，今後の米国空運産業に変動をもた

らす可能性をもつと見られている．

9．（安全性）規制緩和は，もともと航空の安全とは別の問題として企画され

実施されたが，それが40年にわたる空運の管理体制を根本から改変するもの

であったため，安全に及ぼす懸念も決して少なくなかった．規制緩和の検討過
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程において，①空運企業は採算を重視するあまり安全対策を怠りはしないか，

②老朽機の退役が遅れて安金をおびやかすのではないか，③有能なパイロヅト

や技術者が不足するのではないか，④航空路や空港の過密化が事故につながり

はしないか等々の心配が表明されていた．しかし，これまでのところ規制緩和

が航空の安全を害した証左はない．

　エア・タクシー等小型機による空運を除く米国での航空事故統計では，1988

年における航空機100万飛行マイル当りの死亡事故率は0，000，その規制緩和

以後の最大値は1979年の0・001．1988年における航空機の10万飛行時間当り

の死亡事故率は0，020，その規制緩和以後の最大値は1979年の0，060．1988年

における航空機の10万離陸当りの死亡事故率は〇一028，規制緩和以後の最大値

は1983年の0，076となっている36）．これらからみて規制緩和後に航空の安全が

悪化したという徴候を読み取ることは困難である．

10・（空港状況）米国の空運における最犬の問題は空港である．空港によって

は・航空機の離発着は著しく過密化し，空港ターミナル施設の処理能カも隈度

に達しつつある・その理由は，近年における航空の目覚ましい発達により，空

港における運送量が増カロしたことによるものではあるが，空運企業が空港をハ

ブ化し，空港における取扱運送量を急激に増倍加したことによる3ア）．

　米国には，現在3000の空港があるが，そのうち550が商業用空港である．

商業用空港のうち主要空港と定位されるものは278であり，その半数の139が

ハブ化されている・ハブ化された空港のうち大型ハブは29，中型ハブは49で

ある。空港の過密化は，ハブ化空港を中心に発生しており，航空機の離発着の

遅延，旅客等に対するサービスの低下となって現われ，旅客等からのクレーム

増加の原因となっている・旅客からのクレームについては，運輸省が監視制度

を導入したこともあって，1988年には1987年に較べてその数は減少している

ものの，その原因となる空港の過密化が治癒されない限り監視の目は離せない

状態にある38〕一空港の過密状況は空運の成長を制限し，特に空運企業の参入と

競争の促進を目的とした規制緩和にとっては，致命的な要因となりかねない．
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空港の過密対策は，空運の将来と規制緩和の成否を担保する重要な要素として

早急に樹立され，実施される必要がある．

］V　精論

米国の空運規制緩和後10年の現象を整理すると次の通りである．

1．空運産業は1982年以来頗調かつ安定的な成長を続けた・

2．大規模企業が大きなシェァをもつ空運産業の構造は変化しなかった．

3．企業の買収と合併は，空運企業の規模拡大のための櫓好な手段となった．

4空港のハブ化は大規模企業に有利であり，ハブの経済性は空運企業を更

　　に大規模化へと導いた・

5．割引運賃は運賃引下げの手段となった．

6．FFプログラムは路線規模の大きい空運企業に有利に作用した・

7，CRSは空運企業間の競争カ楯差を増幅し，将来に問題を残した．

8．航空代理店は空運企業の販売政策上の重要な地位を確保した．

9．空運企業の営業収支は近年安定的に推移したものの，企業によっては将

　　来に不安を残した．

10．規制緩和の航空安全に対する影響はなかった．

11．空港の過密対策は，今後の規制緩和の成否に係わる重要要素となった．

　以上を材料として，本稿を結論づけると次の通りである。

11規制緩和の目的は，新規空運企業の参入と参入企業のもたらす企業間の

　競争により空運企業の合理化と低運賃の導入を図ることであったが，新

　規空運企業の参入は期待通りには進まず，反って大規模企業に有利な市

　場が形成された．

2．規制緩和の期待した運賃の引下げは，割引運賃の形態をとって現実化し，

　運賃構造を著しく複雑なものにした．

3．規制緩和による参入の自由化は，空運企業による空港のハブ化現象を生

　み，空港の過密化に拍車をかけた一その結果，新規空運企業の参入は反
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って困難となった．

　規制緩和後の10年間に規制緩和が利用者にもたらしたデメリヅトは，空港

の過密化とそれに伴なうサービスの低下を除いて殆どない．しかし，上述した

ところから明らかなように，将来デメリヅトとなりうる潜在的要因を蓄檀した

ことは否みえない．これら要因がデメリヅトとして顕在化するかどうかは，今

後の空運企業の態度にかかっている．空運はもともと公共的性格の強い産業で

あり，空運企業の社会的賛任に期待が寄せられる所以である．

　　Dorothy　Diane　sandell，Deregu1ation，JALc　vo144－4，19ア9，P・799・

　　IATA，Deregulati㎝Watch，August1986，p．1．

　　Report　by　The　US　Gene㎜1A㏄ounting　O冊ce，November6．1985．

　　Elizabeth　E－Bailey，etc一，Deregulating　the　Air1ines，MIT，19851p－202．

　　Melvin　A．Brenner，etc。，Airline　Deregu－ation，ENO　Foundation　Inc－11985一

　　運輸政策審議会答申『今後の航空企業の運営体制の在り方について』，昭和61年

　6月25日
7）　US　Public　Law95＿163．1977－

8）民間航空委員会の参入・退出に対する規制権限は19ア8年に，運賃に対する権限

　は1983年に，そして委員会の存在は1985年に消滅した．

g）　Airline　Deregu1ation　Act　of1978，Sec．8．

10）　Avi乱tion　Dal1y，January9．1989・

　congressional　Budget　o冊ce，Po1icies　for　the　Doregulated　Air－ine　Industry・July・

　1988．

11）Aviation　Dia1y，January24．1989．Majorは年間収入が10億ドルを超える企業，

　Nationa1は10億ドル以下1億ドル以上の企業である・

12）　supra・，Brenner　p・18二

13）　“Ma」or”と“Natlonal”のほか“L町ge　Region乱1”があるので．「少なくとも」と

　した．

14）　Aviation　Daily，January12＆24．1989・

15）　Aviation　Daily，January12・1989・

16）　Lee　R－Howard，US　Experience　o正Deregulated　Air　Transport，A…rline　Eoo．

　nomics，Inc．，1988，p．1．
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